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議案等の名称 議案の説明

市
長
提
出
議
案

令
和
３
年
度
補
正
予
算

たつの市一般会計補正予算（第13号）

4Pのとおり

たつの市学校給食センター事業特別会計補正予算（第２号）
たつの市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）
たつの市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）
たつの市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）
たつの市下水道事業会計補正予算（第２号）
たつの市国民宿舎事業会計補正予算（第１号）

条　

例　

制　

定

たつの市一般職の任期付職員の採用等に関する条例制
定について

行政の高度化及びデジタル化が進展する中、専門的な知識や経験又は優れた識見
を有する人材の採用の円滑化を図り、適切なサービスを提供するため、地方公共
団体の一般職の任期付職4員の採用に関する法律等に基づき、職員の任期を定め
た採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるもの。

たつの市たつの未来基金条例制定について

株式会社新宮運送創業者故木南岩男氏のご遺族様等から、進行し続ける人口減
少・少子高齢化や長引く新型コロナウイルス感染症による地域経済の疲弊などに
より、持続可能な地域社会の再生に向けた施策に活用いただきたいとの申し出が
あり、本市の未来のまちづくりに資する財源とするため、基金を設立するもの。

たつの市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正
する条例制定について

妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のため、非常勤職員の育児休業等の取得要
件の緩和等に係る事項を、本条例について、所要の改正を行うもの。

たつの市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改
正する条例制定について

令和４年４月１日から令和７年11月12日までの間において、市長の給料は80％
に、副市長は88％に、教育長は92％に減額措置を行うため、本条例について、
所要の改正を行うもの。

たつの市職員の給与に関する条例等の一部を改正する
条例制定について

人事院勧告を受け、期末手当の支給率を引き下げる給与改定が実施されるとこ
ろ、コロナ禍の異例の状況下において、給与改定が行われなかったため、令和４
年４月以後の期末手当引き下げのほか、令和３年１２月に行われるはずであった
期末手当の引き下げ相当額を令和４年６月の期末手当で調整するため、本条例に
ついて、所要の改正を行うもの。

たつの市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す
る条例制定について

「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律」が一部改正され、年金生
活者の一時的な資金需要に対して、年金受給権を担保として「株式会社日本政策
金融公庫」または、「沖縄振興開発金融公庫」が小口の資金貸付を行う「年金担
保貸付事業」が令和３年度末をもって廃止されることに伴い、本条例について、
所要の改正を行うもの。

たつの市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定
について

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行により、
本年４月１日に「独立行政法人等保有する個人情報の保護に関する法律」が廃止さ
れることに伴い、同法を引用する本条例について、所要の改正を行うもの。

たつの市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制
定について

5Pのとおりたつの市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制
定について
たつの市立幼稚園設置条例の一部を改正する条例制定
について

たつの市企業立地促進条例及びたつの市企業立地等を
重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免
除に関する条例の一部を改正する条例制定について

地域企業に対する自治体の税制優遇などの取組を支援する「地域経済牽引事業の
促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」に基づき、課税の特例を適
用した自治体の減収補填制度を規定する総務省令が一部改正され、これらを引用
する本市条例において事業の適用期間を改正省令と同様の延長を行うもの。

そ
の
他

財産の取得について 4Pのとおり

市道の路線認定、変更及び廃止について 新たに路線の認定を９路線、路線の変更を５路線、路線の廃止を１路線行うも
の。

令
和
４
年
度
予
算

たつの市一般会計予算

2・3Pのとおり

たつの市学校給食センター事業特別会計予算
たつの市土地取得造成事業特別会計予算
たつの市揖龍公平委員会事業特別会計予算
たつの市国民健康保険事業特別会計予算
たつの市後期高齢者医療事業特別会計予算
たつの市介護保険事業特別会計予算
たつの市病院事業債管理事業特別会計予算
たつの市水道事業会計予算
たつの市下水道事業会計予算
たつの市国民宿舎事業会計予算

同意 たつの市副市長選任の同意を求めることについて 5Pのとおり

委
員
会
提
出
議
案

たつの市議会委員会条例の一部を改正する条例制定に
ついて

議員定数の変更により、総務生活常任委員会の定数を８人から７人に、経済建設
常任委員会の定数を７人から６人に、議会運営委員会の定数を８人以内から１０
人以内に変更するもの。

ロシアによるウクライナへの侵攻に断固抗議する決議
について 4Pのとおり

たつの市議会会議規則の一部を改正する規則制定につ
いて

市議会だよりの編集及び議会の広報活動に関する協議等を行う議会広報委員会を
設置するもの。

●全員一致で可決等した議案
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